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平成 19 年 3 月 23 日 
各 位 
                      会 社 名    ヤマトインターナショナル株式会社 

                       代表者名       取締役社長  盤若 智基 

                   （コード番号 ８１２７ 東証第二部、大証第一部） 

                       問合せ先  取締役経営企画室長 髙橋 俊輔 

（TEL. ０３－５４９３－５６２９） 

 
 

会社の支配に関する基本方針および 
当社株式の大規模買付行為への対応策（買収防衛策）について 

 
当社は、本日開催された取締役会において、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在

り方に関する基本方針（以下「会社の支配に関する基本方針」といいます。）を決定いたしました。 
また、会社の支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の

決定が支配されることを防止するための取組みとして、特定株主グループ（注1）の議決権割合（注
2）を20％以上とすることを目的とする当社株券等（注3）の買付行為、または結果として特定株主
グループの議決権割合が20％以上となる当社株券等の買付行為（いずれについてもあらかじめ当社
取締役会が同意したものを除き、また市場取引、公開買付け等の具体的な買付方法の如何を問いま

せん。以下、かかる買付行為を「大規模買付行為」といい、かかる買付行為を行う者を「大規模買

付者」といいます。）に対する対応策（以下「本プラン」といいます。）を、以下の通り決定いた

しましたのでお知らせいたします。 
本プランの有効期間は、平成20年2月開催予定の定時株主総会の終結の時までとし、当該定時株主
総会において、本プランに関する株主の皆様のご意思を確認させていただくため、議案としてお諮

りすることとします。 
また、本プランの決定につきましては、本プランの具体的運用が適正に行われることを条件とし

て、監査役全員から賛同を得ております。 
なお、本日現在、当社株式の大規模買付に関する打診および申し入れ等は一切ございませんので

念のために申し添えておきます。 
注1 ：特定株主グループとは、 

(i) 当社の株券等（証券取引法第27条の23第1項に規定する株券等をいいます。）の保有者（同法第27条の23
第3項に基づき保有者に含まれる者を含みます。以下同じとします。）およびその共同保有者（同法第27
条の23第5項に規定する共同保有者をいい、同条第6項に基づく共同保有者とみなされる者を含みます。
以下同じとします。）または、 

(ii) 当社の株券等（同法第27条の2第1項に規定する株券等をいいます。）の買付け等（同法第27条の2第1項
に規定する買付け等をいい、取引所有価証券市場において行われるものを含みます。）を行う者および

その特別関係者（同法第27条の2第7項に規定する特別関係者をいいます。） 
を意味します。 

注2 ：議決権割合とは、 
(i) 特定株主グループが、注1の(i)記載の場合は、当該保有者の株券等保有割合（同法第27条の23第4項に規

定する株券等保有割合をいいます。この場合においては、当該保有者の共同保有者の保有株券等の数（同

項に規定する保有株券等の数をいいます。以下同じとします。）も加算するものとします。）または、 
(ii) 特定株主グループが、注1の(ii)記載の場合は、当該買付者および当該特別関係者の株券等保有割合（同法

第27条の2第8項に規定する株券等所有割合をいいます。）の合計をいいます。 
各株券等保有割合の算出に当たっては、総議決権（同法第27条の2第8項に規定するものをいいます。）および
発行済株式の総数（同法第27条の23第4項に規定するものをいいます。）は、有価証券報告書、半期報告書お
よび自己株券買付状況報告書のうち直近に提出されたものを参照することができるものとします。 

注3 ：株券等とは、証券取引法第27条の23第1項に規定する株券等または同法第27条の2第1項に規定する株券等のい
ずれかに該当するものを意味します。 
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Ⅰ 会社の支配に関する基本方針 
 
上場会社である当社の株式は株主、投資家の皆様による自由な取引が認められており、当社の

株式に対する大規模買付提案またはこれに類似する行為があった場合においても、一概に否定す

るものではなく、最終的には株主の皆様の自由な意思により判断されるべきであると考えます。 
しかしながら、近年わが国の資本市場においては、対象となる企業の経営陣の賛同を得ずに、

一方的に大規模買付提案またはこれに類似する行為を強行する動きが顕在化しております。 
当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方としては、当社の企業理念、企業価値

のさまざまな源泉、当社を支えるステークホルダーとの信頼関係を十分に理解し、当社の企業価

値ひいては株主共同の利益を中長期的に確保、向上させる者でなければならないと考えておりま

す。従いまして、企業価値ひいては株主共同の利益を毀損するおそれのある不適切な大規模買付

提案またはこれに類似する行為を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者とし

て不適切であると考えます。 
 

Ⅱ 会社の支配に関する基本方針の実現に資する取組み 
 
 当社では、多数の投資家の皆様に長期的に継続して当社に投資していただくため、当社の企業

価値ひいては株主共同の利益を向上させるために以下のような取組みを実施しております。これ

らの取組みは、今般決定しました上記Ⅰの会社の支配に関する基本方針の実現に資するものと考

えております。 
 
当社は、1937年（昭和12年）にシャツ製造業として盤若商店を創業し、ワイシャツ専業メーカ

ーとしてスタートいたしましたが、その後、事業の飛躍的発展を目指すべく、カジュアルウエア

の製造小売業に転化し、現在の地位を確立してまいりました。 

 また、当社は「社会のすべての人々に喜んでいただける企業でありたい」という経営理念を掲

げ、顧客起点のビジネスを展開することにより、ステークホルダーである多くの取引先や顧客か

らの支持を得ております。 

 当社の企業価値の源泉は、①創業当時からの販売体制であった卸型から直営店、ＧＭＳ（量販

店）において当社独自の運営ノウハウを持つ自主管理型への業態転換が成功し、利益体質の基盤

ができていること。②自社開発のコンピューター管理システムにより、企画から販売までを一元

的に管理できており、自主管理型の事業運営に大きく貢献していることなどがあります。 

 これらは、時代の変化とともに、当社の従業員が長年にわたり培ったノウハウにより達成でき

たものであり、また長年の顧客、取引先等、ステークホルダーとの信頼に基づく強固な関係なく

して、当社の企業価値を維持、向上させていくことはできません。 

 当社には、現在、基幹ブランドとして「クロコダイル」、「エーグル」という2本の柱がありま

す。 

 「クロコダイル」は、当社のオリジナルブランドの中で卸型から自主管理型への転化に成功し

たものを象徴するブランドであり、ＧＭＳ（量販店）において当社独自のノウハウで運営してお

り、他の追随を許しておりません。 

 「エーグル」は、自主管理型で成功した原点である直営店を中心に運営しており、店舗は賃貸

借契約を締結しております。これは、貸主との長年の信頼関係に基づき継続できているものであ

ります。 

 また、「エーグル」は、ライセンス契約を締結しており、契約条項の中に「契約に基づく権利

義務を他方の当事者の事前の書面による同意なしには、第三者に譲渡することはできない」とあ

り、他のライセンスブランドについても同様の意味を表わす条項が入っております。 
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 こうした両ブランドの実情を見ましても、他の者が経営権を支配した場合、現在成功している

事業を将来にわたって継続することは困難であるといえます。 

 このような事業特性を踏まえ、当社は、中期的な目標として「高収益ビジネスモデルの継続的

拡大と新たな構築」を掲げ、業界の中での当社の特徴、優位性を活かして、高い品質と優れたサ

ービスの提供を追求し、収益性とキャッシュ・フローを重視した経営により、企業価値の最大化

を目指して努力してまいります。 

 
 
Ⅲ 本プランの内容（会社の支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当

社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み） 
 
１．本プラン導入の目的 
 
 企業価値ひいては株主共同の利益の中長期的な向上または確保を目指す当社の経営にあたって

は、幅広いノウハウと豊富な経験、ならびに顧客、従業員および取引先等のステークホルダーと

の間に築かれた関係等への十分な理解が不可欠です。これら当社の事業特性に関する十分な理解

がなくては、株主の皆様が将来実現することのできる株主価値を適切に判断することはできませ

ん。突然大規模買付行為がなされたときに、大規模買付者の提示する当社株式の取得対価が当社

の本源的な企業価値と比べて妥当か否か、を株主の皆様が短期間の内に適切に判断するためには、

大規模買付者および取締役会の双方から必要かつ十分な情報が提供されることが不可欠であり、

当社株式をそのまま継続保有することを考える株主の皆様にとっても、大規模買付者が考える当

社の経営に参画したときの経営方針や事業計画の内容等は、その継続保有を検討するうえで重要

な判断材料であります。同様に、取締役会が当該大規模買付行為についてどのような意見を有し

ているのかも、株主の皆様にとっては重要な判断材料となると考えます。 
これらを考慮し当社取締役会では、大規模買付行為に際しては、大規模買付者から事前に株主

の皆様の判断のために必要かつ十分な大規模買付行為に関する情報が提供されるべきである、と

いう結論に至りました。当社取締役会は、かかる情報が提供された後、大規模買付行為に対する

取締役会としての意見を独立した外部専門家（ファイナンシャル・アドバイザー、公認会計士、

弁護士、コンサルタントその他の専門家）の助言を受けながら慎重に検討したうえで開示いたし

ます。さらに、必要と認めれば、大規模買付提案の条件の改善交渉や株主の皆様に対する代替案

の提示も行います。かかるプロセスを経ることにより、株主の皆様は取締役会の意見を参考にし

つつ、大規模買付者の提案と取締役会から代替案が提示された場合にはその代替案を検討するこ

とが可能となり、最終的な判断を決定するために必要な情報と機会を与えられることとなります。 
以上のことから、当社取締役会は大規模買付行為が一定の合理的なルールにしたがって行われ

ることが、企業価値ひいては株主共同の利益の向上または確保に合致すると考え、以下の内容の

大規模買付行為がなされた場合における情報提供等に関する一定のルール（以下「大規模買付ル

ール」といいます。）を設定するとともに、前述Ⅰの会社の支配に関する基本方針に照らして不

適切な者によって大規模買付行為がなされた場合には、それらの者によって当社の財務及び事業

の決定が支配されることを防止するための取組みとして対抗措置を含めた本プラン（別紙1のフロ
ーチャートをご参照ください。）を導入することといたしました。 

 
２．大規模買付ルールの概要 
 
当社取締役会が設定する大規模買付ルールとは、①事前に大規模買付者が取締役会に対して必

要かつ十分な情報を提供し、②取締役会による一定の評価期間が経過した後に大規模買付行為を
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開始する、というものです。その概要は以下のとおりです。 
 

（1）意向表明書の当社への事前提出 
大規模買付者が大規模買付行為を行おうとする場合には、まず当社代表取締役宛に、大規模買

付ルールに従う旨の誓約および以下の内容等を記載した意向表明書をご提出いただきます。 
① 大規模買付者の名称、住所 
② 設立準拠法 
③ 代表者の氏名 
④ 国内連絡先 
⑤ 提案する大規模買付行為の概要等 
 

（2）必要情報の提供 
取締役会は、上記（1）の意向表明書受領後10営業日以内に、株主の皆様の判断および取締役会
としての意見形成のために提供いただくべき必要かつ十分な情報（以下「本必要情報」といいま

す。）のリストを大規模買付者に対して交付いたします。本必要情報の具体的内容は大規模買付

者の属性および大規模買付行為の内容によって異なりますが、一般的な項目の一部は以下のとお

りです。 
①買付者等およびそのグループ（共同保有者、特別関係者および組合員（ファンドの場合）そ

の他の構成員を含みます。）の詳細（名称、事業内容、経歴または沿革、資本構成、財務内

容等を含みます。） 
②買付等の目的、方法および内容（買付等の対価の価額・種類、買付等の時期、関連する取引

の仕組み、買付等の方法の適法性、買付等の実行の可能性等を含みます。） 
③買付等の価格の算定根拠（算定の前提となる事実、算定方法、算定に用いた数値情報および

買付等に係る一連の取引により生じることが予想されるシナジーの内容を含みます。） 
④買付等の資金の裏付け（資金の提供者（実質的提供者を含みます）の具体的名称、調達方法、

関連する取引の内容を含みます。） 
⑤買付等の後における当社および当社グループの経営方針、事業計画、資本政策および配当政

策 
⑥買付等の後における当社の従業員、取引先、顧客その他の当社に係る利害関係者の処遇方針 

 

なお、当初提供していただいた情報を精査した結果、それだけでは不十分と認められる場合に

は、取締役会は大規模買付者に対して本必要情報が揃うまで追加的に情報提供を求めます。大規

模買付行為の提案があった事実および提供された本必要情報は、株主の皆様の判断のために必要

であると認められる場合、取締役会が適切と判断する時点で、その全部または一部を開示いたし

ます。 
 

（3）取締役会の意見の開示等 
取締役会は、大規模買付行為の評価等の難易度に応じ、大規模買付者が本必要情報の提供を完

了した後、最長60日間（対価を現金（円貨）のみとする公開買付けによる当社全株式の買付の場
合）または最長90日間（その他の大規模買付行為の場合）を取締役会による評価、検討、交渉、
意見形成、代替案立案のための期間（以下「取締役会評価期間」といいます。）として与えられ

るべきものと考えます。従いまして、大規模買付行為は、取締役会評価期間の経過後にのみ開始

されるものとします。 
取締役会評価期間中、取締役会は独立した外部専門家（ファイナンシャル・アドバイザー、公

認会計士、弁護士、コンサルタントその他の専門家）の助言を受けながら、提供された本必要情
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報を十分に評価･検討し、取締役会としての意見を慎重にとりまとめ、開示いたします。また、必

要に応じ、大規模買付者との間で大規模買付行為に関する条件改善について交渉し、株主の皆様

に対し代替案を提示することもあります。 
 

３．独立委員会の設置 
 
当社は、本プランに基づく大規模買付者に対する対抗措置の発動の是非について、当社取締役

会による最終決定を行いますが、本プランを適正に運用し、取締役会によって恣意的な判断がな

されることを防止し、当社決定の合理性・公正性を担保するため、独立委員会を設置することと

いたしました（独立委員会規程の概要につきましては、別紙3をご参照ください。）。当社取締役会
は、対抗措置の発動に先立ち、独立委員会に対し対抗措置の発動の是非について諮問し、独立委

員会は当社の企業価値・株主共同の利益の向上の観点から大規模買付行為について慎重に評価・

検討のうえで当社取締役会に対し対抗措置の是非の勧告を行うものとします。当社取締役会は、

独立委員会の勧告を最大限尊重したうえで上記２．(3)の取締役会評価期間内に対抗措置の発動に
ついて決定することとします。独立委員会の勧告内容については、その概要を適宜情報開示する

ことといたします。 
独立委員会の委員は3名以上とし、公正で中立的な判断を可能とするため、当社の業務執行を行
う経営陣から独立している、社外監査役ならびに社外有識者（注4）の中から選任します。設置当
初における独立委員会の各委員の氏名および略歴は別紙4をご参照下さい。 

 
注4 ：社外有識者とは、 

経営経験豊富な企業経営者、投資銀行業務に精通する者、弁護士、公認会計士、会社法等を主たる研究対象とす

る学識経験者、またはこれらに準ずる者を対象として選任するものとします。 
 

４．大規模買付行為がなされた場合の対応 
 
（1）大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合 
大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合には、取締役会は、仮に当該大規模買付行為

に反対であったとしても、当該買付提案についての反対意見の表明や代替案を提示することによ

り、株主の皆様を説得するに留め、原則として当該大規模買付行為に対する対抗措置はとりませ

ん。大規模買付者の買付提案に応じるか否かは、株主の皆様において、当該買付提案または当社

が提示する当該買付提案に対する意見や代替案等をご考慮のうえ、ご判断いただくことになりま

す。 
但し、大規模買付ルールが遵守されている場合であっても、当該大規模買付行為が会社に回復

し難い損害をもたらすなど、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうと判断され

る場合には、例外的に新株予約権の無償割当等、会社法その他の法律および当社定款上検討可能

な対抗措置をとることがあります。具体的には、以下のいずれかの類型に該当すると判断された

場合には、当該大規模買付行為は当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうと認め

られる場合に該当するものと考えます。 
 
①真に会社経営に参加する意思がないにもかかわらず、ただ株価をつり上げて高値で株式を会

社関係者に引き取らせる目的で株式の買収を行っている場合（いわゆるグリーンメーラーで

ある場合） 
②会社経営を一時的に支配して当社の事業経営上必要な知的財産権、ノウハウ、企業秘密情報、

主要取引先や顧客等を大規模買付者やそのグループ会社等に移譲させるなど、いわゆる焦土
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化経営を行う目的で株式の買収を行っている場合 
③会社経営を支配した後に、当社の資産を大規模買付者やそのグループ会社等の債務の担保や

弁済原資として流用する予定で株式の買収を行っている場合 
④会社経営を一時的に支配して当社の事業に当面関係していない不動産、有価証券など高額資

産等を売却等処分させ、その処分利益をもって一時的な高配当をさせるかあるいは一時的高

配当による株価の急上昇の機会を狙って株式の高値売り抜けをする目的で株式の買収を行っ

ている場合 
⑤大規模買付者の提案する当社株式の買付方法が、いわゆる強圧的二段階買収（最初の買付で

当社の株券等の全部の買付を勧誘することなく、二段階目の買収条件を不利に設定し、ある

いは明確にしないで、公開買付け等の株券等の買付を行うことをいいます。）等の、株主の判

断の機会または自由を制約し、事実上、株主に当社の株券等の売却を強要するおそれがある

と判断された場合 
⑥大規模買付者の提案する当社の株券等の買付条件（買付対価の種類および金額、当該金額の

算定根拠、その他の条件の具体的内容、違法性の有無、実現可能性等を含むがこれに限りま

せん。）が当社の企業価値に照らして著しく不十分または不適切であると判断される場合 
⑦大規模買付者による支配権獲得により、当社株主はもとより、顧客、従業員、地域社会その

他の利害関係者の利益を含む当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうと判断

される場合 
⑧大規模買付者が支配権を取得する場合の当社の企業価値が、中長期的な将来の企業価値との

比較において、当該大規模買付者が支配権を取得しない場合の当社の企業価値と比べて著し

く劣後すると判断される場合 
⑨大規模買付者が公序良俗の観点から当社の支配株主として不適切であると判断される場合 

 
（2）大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しない場合 
大規模買付者により、大規模買付ルールが遵守されなかった場合には、具体的な買付方法の如

何にかかわらず、取締役会は、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を守ることを目的として、

新株予約権の無償割当等、会社法その他の法律および当社定款上検討可能な対抗措置をとり、大

規模買付行為に対抗する場合があります。その場合は、対抗措置の発動に先立ち、独立委員会に

対し対抗措置発動の是非について諮問し、勧告を受けるものとします。具体的にいかなる手段を

講じるかについては、その時点で最も適切と取締役会が判断したものを選択することとします。

取締役会が対抗措置として、例えば新株予約権の無償割当を選択した場合の概要は別紙2に記載の
とおりですが、実際に新株予約権の無償割当をする場合には、議決権割合が一定割合以上の特定

株主グループに属さないことを新株予約権の行使条件とすることや新株予約権者に対して当社株

式と引換えに当社が新株予約権を取得する旨の取得条項をつけるなど、対抗措置としての効果を

勘案した条件を設けることがあります。 
 

 
（3）対抗措置の発動の手続 
本プランにおいては、上記(1)大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合には、原則とし
て当該大規模買付行為に対する対抗措置はとりません。ただし、上記(1)に記載のとおり例外的に
対抗措置をとる場合、その判断の合理性および公正性を担保するために、取締役会は対抗措置の

発動に先立ち、独立委員会に対して対抗措置の発動の是非について諮問し、独立委員会は対抗措

置の発動の是非について、上記２．(3)の取締役会評価期間内に勧告を行うものとします。また、
上記(2)に記載のとおり対抗措置をとる場合には、その判断の合理性および公正性を担保するため
に、取締役会は対抗措置の発動に先立ち、独立委員会に対して対抗措置の発動の是非について諮
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問し、独立委員会は大規模買付ルールが遵守されているか否か、十分検討したうえで対抗措置の

発動の是非について、勧告を行うものとします。 
なお、当社取締役会は、対抗措置を発動するか否かの判断に際して、独立委員会の勧告を最大

限尊重するものとします。 
 
（4）対抗措置発動の停止等について 
上記(1)または(2)において、当社取締役会が具体的対抗措置を発動することを決定した後、当該
大規模買付者が大規模買付行為の撤回または変更を行った場合など対抗措置の発動が適切でない

と取締役会が判断した場合には、独立委員会の意見または勧告を十分に尊重したうえで、対抗措

置の発動の停止または変更等を行うことがあります。対抗措置として、例えば新株予約権を無償

割当する場合において、権利の割当を受けるべき株主が確定した後に、大規模買付者が大規模買

付行為の撤回または変更を行うなど対抗措置の発動が適切でないと取締役会が判断した場合には、

効力発生日までの間は、独立委員会の勧告を受けたうえで、新株予約権の無償割当を中止するこ

ととし、また、新株予約権の無償割当後においては、独立委員会の勧告を受けたうえで、当該新

株予約権を無償取得（当社が新株予約権を無償で取得することにより、株主の皆様は新株予約権

を失います。）することにより、対抗措置発動の停止を行うことができるものとします。 
このような対抗措置発動の停止を行う場合は、独立委員会が必要と認める事項とともに、速や

かに開示いたします。 

 
５．本プランが株主・投資家に与える影響等 
 
（1）大規模買付ルールが株主・投資家に与える影響等 
本プランにおける大規模買付ルールは、株主の皆様が大規模買付行為に応じるか否かを判断す

るために必要な情報や、現に当社の経営を担っている取締役会の意見を提供し、株主の皆様が代

替案の提示を受ける機会を確保することを目的としています。これにより株主の皆様は、十分な

情報のもとで、大規模買付行為に応じるか否かについて適切な判断をすることが可能となり、そ

のことが当社の企業価値ひいては株主共同の利益の保護につながるものと考えます。従いまして、

大規模買付ルールの設定は、株主および投資家の皆様が適切な投資判断を行ううえでの前提とな

るものであり、株主および投資家の皆様の利益に資するものであると考えております。 
なお、上記４．において述べたとおり、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守するか否かに

より大規模買付行為に対する当社の対応方針が異なりますので、株主および投資家の皆様におか

れましては、大規模買付者の動向にご注意ください。 
 

（2）対抗措置発動時に株主および投資家の皆様に与える影響  
当社取締役会は、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を守ることを目的として、取締役会

が上記４．に記載した具体的な対抗措置をとることを決定した場合には、法令および当社が上場

する証券取引所の上場規則等にしたがって、当該決定について適時適切に開示いたします。 

対抗措置の発動時には、大規模買付者等以外の株主の皆様が、法的権利または経済的側面にお

いて格別の損失を被るような事態は想定しておりません。対抗措置として、例えば新株予約権の

無償割当が行われる場合は、割当期日における株主の皆様は、その保有する株式数に応じて新株

予約権を無償で割当てられることとなります。その後当社が取得条項を付した新株予約権の取得

の手続きをとる場合には、大規模買付者等以外の株主の皆様は、当社による当該新株予約権の取

得の対価として当社株式を受領するため格別の不利益は発生しません。ただし、割当期日におい

て名義書換未了の株主の皆様（証券保管振替機構に対する預託を行っている株券の株主を除きま

す。）に関しましては、他の株主の皆様が当該新株予約権の無償割当を受け、当該新株予約権と
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引換えに当社株式を受領することに比して、結果的にその法的権利または経済的側面において不

利益が発生する可能性があります。 

なお、独立委員会の勧告を受けて、当社取締役会の決定により当社が当該新株予約権の発行の

中止または発行した新株予約権の無償取得を行う場合には、1株当たりの株式の価値の希釈化は生

じませんので、当該新株予約権の無償割当を受けるべき株主が確定した後（権利落ち日以降）に

当社株式の価値の希釈化が生じることを前提にして売買等を行った株主または投資家の皆様は、

株価の変動により不測の損害を被る可能性があります。 

大規模買付者等については、大規模買付ルールを遵守しない場合や、大規模買付ルールを遵守

した場合であっても、当該大規模買付行為が当社の企業価値および株主共同の利益を著しく損な

うと判断される場合には、対抗措置が講じられることにより、結果的にその法的権利または経済

的側面において不利益が発生する可能性があります。本プランの公表は、大規模買付者が大規模

買付ルールに違反することがないようにあらかじめ注意を喚起するものであります。 

 

（3）対抗措置発動に伴って株主の皆様に必要となる手続き 
対抗措置として、例えば新株予約権の無償割当が行われる場合には、割当期日における株主の

皆様は引受けの申込みを要することなく新株予約権の割当てを受け、また当社が取得条項を付し

た新株予約権の取得の手続きをとる場合には、新株予約権の行使価額相当の金銭を払い込むこと

なく、当社による新株予約権の取得の対価として当社株式を受領することになるため、当該新株

予約権に関する申込みや払込み等の手続きは必要となりません。 

また、名義書換未了の株主の皆様に関しましては、新株予約権の割当を受けるためには、別途

当社取締役会が決定し公告する新株予約権の割当期日までに、名義書換を完了していただく必要

があります（証券保管振替機構に対する預託を行っている株券については、名義書換手続きは不

要です。）。 

これらの手続きの詳細につきましては、実際に新株予約権の無償割当を行うことになった際に、

法令および当社が上場する証券取引所の上場規則等に基づき別途お知らせいたします。 

 
６．本プランの適用開始、有効期間、継続および廃止 
 
本プランは、平成19年3月23日に開催された当社取締役会の決議をもって同日より発効すること
とし、有効期限は平成20年2月に開催される定時株主総会（以下、「本定時株主総会」といいます。）
終結の時までとします。但し、本定時株主総会において本プランの継続について株主の皆様の意

思をお諮りする予定であり、本定時株主総会において出席株主の皆様の議決権の過半数のご賛同

を得られなかった場合には、本定時株主総会終了後速やかに本プランを廃止します。 
本定時株主総会で株主の皆様にお諮りする本プランの有効期間は２年間（平成22年2月に開催予
定の定時株主総会終結時まで）とし、以降、本プランの継続（一部修正したうえでの継続を含む）

については2年ごとに定時株主総会の承認を得ることとします。 
また、本プランの廃止は、本定時株主総会により承認された後であっても、①株主総会におい

て本プランを廃止する旨の決議が行われた場合、②当社の株主総会で選任された取締役で構成さ

れる取締役会により本プランを廃止する旨の決議が行われた場合には、本プランはその時点で廃

止されるものとします。 
 
 

Ⅳ 本プランが会社の支配に関する基本方針に沿い、当社の企業価値ひいては株主共

同の利益に合致し、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものでないことに

ついて  
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(1) 買収防衛策に関する指針の要件を充足していること 
本プランは、経済産業省および法務省が平成17年5月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益
の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則（企業価値・株主共同の利益の

確保・向上の原則、事前開示・株主意思の原則、必要性・相当性の原則）を充足しています。 
 

(2) 株主共同の利益の確保・向上の目的をもって導入されていること 
本プランは、上記Ⅲ １．「本プラン導入の目的」にて記載したとおり、当社株券等に対する買

付等がなされた際に、当該買付等に応じるべきか否かを株主の皆様が判断し、あるいは当社取締役

会が代替案を提示するために必要な情報や時間を確保し、株主の皆様のために買付者等と交渉を行

うこと等を可能とすることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させる

という目的をもって導入されるものです。 
 
(3) 合理的な客観的発動要件の設定 
本プランは、上記Ⅲ ４．「大規模買付行為がなされた場合の対応」にて記載したとおり、あら

かじめ定められた合理的な客観的要件が充足されなければ、発動されないように設定されており、

取締役会による恣意的な発動を防止するための仕組みが確保されています。  
 

(4) 独立性の高い社外者の判断の重視と情報開示 
本プランにおける対抗措置の発動等の運用に際しての実質的な判断は、独立性の高い社外者のみ

から構成される独立委員会により行われることとされています。 

また、その判断の概要については株主の皆様に情報開示をすることとされており、当社の企業価

値・株主共同の利益に適うように本プランの透明な運営が行われる仕組みが確保されています。 

 

(5) 株主意思を重視するものであること 
当社は、本取締役会において、本プランの導入を決定致しましたが、上記Ⅲ ６．「本プランの

適用開始、有効期間、継続および廃止」に記載したとおり、本プランの有効期間は平成20年2月開催
予定の当社定時株主総会の終結の時までと限定されており、当該定時株主総会において、本プラン

に関する株主の皆様のご意思をご確認させていただくため、本プランについて株主の皆様に議案と

してお諮りする予定です。その定時株主総会において、本プランの導入の決議がなされなかった場

合には、当該決議に従うよう速やかに廃止されることになり、その意味で、本プランの消長および

内容は、当社株主の合理的意思に依拠したものとなっております。 
 
(6) デッドハンド型買収防衛策やスローハンド型買収防衛策ではないこと 
上記Ⅲ ６．「本プランの適用開始、有効期間、継続および廃止」にて記載したとおり、本プラ

ンは、当社の株主総会で選任された取締役で構成される取締役会により廃止することができるもの

とされており、当社の株券等を大量に買い付けた者が、当社株主総会で取締役を指名し、かかる取

締役で構成される取締役会により、本プランを廃止することが可能です。したがって、本プランは、

デッドハンド型買収防衛策（取締役会の構成員の過半数を交替させてもなお、発動を阻止できない

買収防衛策）ではありません。また、当社の取締役任期は1年であり、期差任期制を採用していない
ため、本プランはスローハンド型買収防衛策（取締役会の構成員の交替を一度に行うことができな

いため、その発動を阻止するのに時間を要する買収防衛策）でもありません。 
 

                                         以 上 
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（ご参考） 

当社株式の状況（平成18年11月30日現在） 
 
１．発行可能株式総数    ７１,９７７,４４７株 
 
２．発行済株式総数     ２２,５０２,９３６株  
 
３．株主数             ４,３８５名 
 
４．大株主（上位10名） 

当社への出資の状況 
株主名 

持株数（株） 出資比率（％）

セネシオ（有） 2,593,000 11.52

日本マスタートラスト信託銀行（株）（信託口） 1,637,300 7.27

ﾊﾞﾝｸ ｵﾌ  ゙ ﾆｭｰﾖｰｸ ﾖｰﾛｯﾊ  ゚ ﾘﾐﾃｯﾄ  ゙ ﾙｸｾﾝﾌﾞﾙｸ  ゙ 131800 1,533,000 6.81

（株）三菱東京ＵＦＪ銀行 1,061,119 4.71

日本トラスティ・サービス信託銀行（株）（信託口） 1,026,100 4.55

日本生命保険相互会社 717,863 3.19

資産管理サービス信託銀行（株）（証券投資信託口） 486,500 2.16

プラグ 400,900 1.78

藤原 美和子 374,000 1.66

（株）みずほコーポレート銀行 367,895 1.63

 
注）表示単位未満は切り捨てて表示しております。 
 
 
 



11 

（別紙１） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

本プランの概要 大規模買付行為開始時のフロー 

大 規 模 買 付 者 

大規模買付ルールを遵守した場合 大規模買付ルールを遵守しない場合 

大規模買付ルール

大規模買付者から 
大規模買付意向表明書の提出

取締役会から 
必要情報のリストの提出 

大規模買付者から 
必要情報の提供 

取締役会評価期間 
60日または90日 

・買収提案の検討評価 
・取締役会の意見表明 
・代替案の提示 

企業価値を著しく損なうと

認められる場合 

取締役会

ルール逸脱を確認 

独

立

委

員

会

発動判断

の場合 
発動判断

の場合 

勧告

勧告 

ルール遵守の場合は 
原則 対抗措置は不発動

発動・不発動を判断 

発動・不発動を判断 

対抗措置発動を諮問 

対抗措置発動を諮問 

意向表明書を提出し
ない突然の買付行為 

必要な情報を提供

しない買付行為

取締役会評価期間を
与えない買付行為 

対抗措置の発動株主の皆様のご判断 
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（別紙２） 
新株予約権無償割当の概要 

 
1. 新株予約権無償割当の対象となる株主および発行条件 
当社取締役会で定める基準日における最終の株主名簿または実質株主名簿に記載または記録された

株主に対し、その所有する当社普通株式（但し、当社の所有する当社普通株式を除く。）1株につき
1個の割合で新たに払込みをさせないで新株予約権を割当てる。 
 
2. 新株予約権の目的となる株式の種類および数 
新株予約権の目的となる株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権の目的となる株式の総数は、

当社取締役会が基準日として定める日における当社発行可能株式総数から当社普通株式の発行済株

式（当社の所有する当社普通株式を除く）の総数を減じた株式数を上限とする。新株予約権1個当た
りの目的となる株式の数は当社取締役会が別途定める数とする。但し、当社が株式分割または株式

併合を行う場合は、所要の調整を行うものとする。 
 
3. 発行する新株予約権の総数 
新株予約権の発行総数は、当社取締役会が別途定める数とする。当社取締役会は、複数回にわたり

新株予約権の割当を行うことがある。 
 
4. 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額（払込みをなすべき額） 
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額（払込みをなすべき額）は1円以上で当社取締役
会が定める額とする。 
 
5. 新株予約権の譲渡制限 
新株予約権の譲渡による当該新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。 
 
6. 新株予約権の行使条件 
議決権割合が20％以上の特定株主グループに属する者（但し、あらかじめ当社取締役会が同意した
者を除く。）でないこと等を行使の条件として定める。詳細については、当社取締役会において別

途定めるものとする。 
 
7. 新株予約権の行使期間等 
新株予約権の割当てがその効力を生ずる日、行使期間、取得条項その他必要な事項については、当

社取締役会が別途定めるものとする。なお、取得条項については、上記６．の行使条件のため新株

予約権の行使が認められない者以外の者が有する新株予約権を当社が取得し、新株予約権1個につ
き当社取締役会が別途定める株数の当社普通株式を交付することができる旨の条項を定めることが

ある。 
以 上 
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（別紙３） 

独立委員会規程の概要 

 

・ 独立委員会は当社取締役会の決議により設置される。 

 

・ 独立委員会の委員は３名以上とし、公正で中立的な判断を可能とするため、当社の業務執行を

行う経営陣から独立している、社外監査役および社外有識者の中から、当社取締役会が選任す

る。 

 

・ 独立委員会は、取締役会から諮問のある事項について、原則としてその決定の内容を、その理

由および根拠を付して取締役会に対して勧告する。なお、独立委員会の各委員は、こうした決

定にあたっては、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資するか否かの観点からこれを行

うこととする。 

 

・ 独立委員会は、投資銀行、証券会社、弁護士その他外部の専門家に対し、当社の費用負担によ

り助言を得ることができる。 

 

・ 独立委員会決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもってこれを行う。 

 

以 上 
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（別紙４） 

独立委員会の委員略歴 

 

久保井 一匡（くぼい かずまさ） 
（略歴） 昭和13年3月 生まれ 

 昭和37年4月 大阪弁護士会登録 

 平成12・13年 日本弁護士連合会会長 

 平成15年6月 日本弁護士政治連盟理事長（現任） 

 平成16年4月 関西大学法科大学院特別顧問教授（現任） 

 

   

   

池田 敏行（いけだ としゆき） 
（略歴） 昭和16年 3月 生まれ 

 昭和40年 4月 野村建設工業㈱入社 

 平成 ７年 8月 野村殖産㈱へ転籍 総務部長 

 平成 8年 ６月 同社取締役就任 総務部長 

 平成13年 4月 同社常務取締役就任（現任） 

 平成16年 2月 当社監査役就任（現任） 

   

   

 

照山 澄人（てるやま すみと） 
（略歴） 昭和24年 2月 生まれ 

 昭和47年 4月 安田信託銀行㈱（現 みずほ信託銀行㈱）入社 

 昭和49年 3月 みずほ信託銀行㈱退社 

 昭和54年10月 監査法人中央会計事務所（現 みすず監査法人）入所 

 昭和59年11月 同法人退職 

 昭和59年12月 照山公認会計士事務所設立 

 平成19年 2月 当社監査役就任（現任） 

   

   

   

   

以 上 


